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№ 議案番号 件          名 頁 

1 報告第1号 専決処分事項の承認について １ 

2 第1号議案 
吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改

正する条例 
１５ 

3 第2号議案 
吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例 
１７ 

4 第3号議案 
吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 
３６ 

5 第4号議案 吉川市少年センター条例の一部を改正する条例 ３８ 

6 第5号議案 吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ３９ 

7 第6号議案 吉川市個人情報保護条例の一部を改正する条例 ４４ 

8 第7号議案 
吉川美南駅自由通路の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 
５９ 

9 第8号議案 吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金条例 ６０ 

10 第9号議案 
吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正する条例 
６２ 

11 第10号議案 財産の無償譲渡について ６３ 

12 第11号議案 町の区域を新たに画することについて ６４ 

13 第12号議案 市道の路線認定及び廃止について ７５ 

14 第13号議案 
農業委員会委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等

に準ずる者とすることについて 
７７ 

15 第14号議案 農業委員会委員の任命について ７８ 

16 第15号議案 農業委員会委員の任命について ８０ 

17 第16号議案 農業委員会委員の任命について ８２ 

18 第17号議案 農業委員会委員の任命について ８４ 

19 第18号議案 農業委員会委員の任命について ８６ 

20 第19号議案 農業委員会委員の任命について ８８ 

21 第20号議案 農業委員会委員の任命について ９０ 

22 第21号議案 農業委員会委員の任命について ９２ 



23 第22号議案 農業委員会委員の任命について ９４ 

24 第23号議案 農業委員会委員の任命について ９６ 

25 第24号議案 農業委員会委員の任命について ９８ 

26 第25号議案 農業委員会委員の任命について １００ 

27 第26号議案 農業委員会委員の任命について １０２ 

28 第27号議案 農業委員会委員の任命について １０４ 

29 第28号議案 農業委員会委員の任命について １０６ 

30 第29号議案 農業委員会委員の任命について １０８ 

31 第30号議案 農業委員会委員の任命について １１０ 

32 第31号議案 農業委員会委員の任命について １１２ 

33 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について １１４ 

34 第32号議案 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第４号） － 

35 第33号議案 
平成３０年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 
－ 

36 第34号議案 
平成３０年度吉川市下水道事業特別会計補正予算（第３号

） 
－ 

37 第35号議案 平成３０年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第３号） － 

38 第36号議案 
平成３０年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 
－ 

39 第37号議案 
平成３０年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第３号） 
－ 

40 第38号議案 平成３１年度吉川市一般会計予算 － 

41 第39号議案 平成３１年度吉川市国民健康保険特別会計予算 － 

42 第40号議案 平成３１年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算 － 

43 第41号議案 平成３１年度吉川市介護保険特別会計予算 － 

44 第42号議案 平成３１年度吉川市後期高齢者医療特別会計予算 － 

45 第43号議案 
平成３１年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理

事業特別会計予算 
－ 

46 第44号議案 平成３１年度吉川市水道事業会計予算 － 



47 第45号議案 平成３１年度吉川市下水道事業会計予算 － 
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報告第１号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３０年度

吉川市一般会計補正予算（第３号）について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 吉川市議会議員補欠選挙の執行に当たり、緊急に予算措置する必要が生じたため、平成

３０年度吉川市一般会計補正予算（第３号）を専決処分したものである。 
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別紙 

   平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第３号） 

 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，００５千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，１２５，９７３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 第１表　歳入歳出予算補正

 歳　入 (単位　千円)

18. 繰入金 1,081,651 8,005 1,089,656

1. 基金繰入金 928,002 8,005 936,007

23,117,968 8,005 23,125,973

計款 項 補正前の額 補 正 額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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 歳　出 (単位　千円)

2. 総務費 2,566,477 8,005 2,574,482

4. 選挙費 30,473 8,005 38,478

23,117,968 8,005 23,125,973

補 正 額 計款 項 補正前の額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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 １　総　括

 歳　入 （単位　千円）

18. 繰入金 1,081,651 8,005 1,089,656

23,117,968 8,005 23,125,973

款 計補正前の額 補　正　額

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計
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2. 総務費 2,566,477 8,005 2,574,482

23,117,968 8,005 23,125,973

 歳　出

計補　正　額補正前の額款

歳　　　出　　　合　　　計
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（単位　千円）

8,005

8,005

地方債 その他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

国県支出金
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２　歳　入

(款)18.繰入金 (項) 1.基金繰入金

 1. 財政調整基金繰入金 322,898 8,005 330,903

928,002 8,005 936,007計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位　千円）

 1. 財政調整基金繰入金 8,005 財政調整基金繰入金 8,005

金　　額区　　分
説　　　　　　明

節
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３　歳　出

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費

 5. 市議会議員 0 8,005 8,005 8,005

補欠選挙費

30,473 8,005 38,478 8,005

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金

計

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他
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（単位　千円）

 1. 報酬 40 10.市議会議員補欠選挙執行事業 8,005

 3. 職員手当等 761    1 報酬 40

 8. 報償費 700 　　　管理者等報酬 40

11. 需用費 679    3 職員手当等 761

12. 役務費 1,529 　　　時間外勤務手当 761

13. 委託料 61    8 報償費 700

14. 使用料及び賃 2,032 　　　投開票事務従事者報償 695

借料 　　　選挙執行事務報償 5

19. 負担金補助及 2,203   11 需用費 679

び交付金 　　　消耗品費 179

　　　燃料費 100

　　　印刷製本費 400

  12 役務費 1,529

　　　通信運搬費 1,529

  13 委託料 61

　　　選挙公報新聞折込委託料 61

  14 使用料及び賃借料 2,032

　　　ポスター掲示板借上料 1,658

　　　物品借上料 374

  19 負担金補助及び交付金 2,203

　　　選挙公営交付金 2,203

節

説　　   明
区　　分 金   額
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（単位　千円）

期末手当 その他の

年間支給率 手　　 当

8,237

（4.40月分）

38,001

（4.40月分）

そ の 他 の
特 別 職

646 218,101 8,124 3,575 229,800 29,076 258,876

計 668 304,465 26,844 49,813 36 381,158 66,037 447,195

8,237

（4.40月分）

38,001

（4.40月分）

そ の 他 の
特 別 職

643 218,061 8,124 3,575 229,760 29,076 258,836

計 665 304,425 26,844 49,813 36 381,118 66,037 447,155

長 等

議 員

そ の 他 の
特 別 職

3 40 40 40

計 3 40 40 40

※ 長等とは市長及び副市長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう

26,993 4,613

比　較

31,606

議 員 20 86,364 124,365 32,348 156,713

補正前

長 等 2 18,720 36

124,365 32,348 156,713

36 26,993 4,613 31,606

補正後

長 等 2 18,720

議 員 20 86,364

給 与 費 明 細 書

１．特　別　職

区 分
職員数

（人）

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 計
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２．一　般　職

（１）　総　　　括 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

386人
(2人)

386人
(2人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分 増 減 額

千円

職員手当 761 給与改定に伴う

増加分

その他の増減分 761

増減事由別内訳 説 明 備 考

46,320

2,875,511

2,373,879 502,393 2,876,272

988,802

340,081

比 較

28,479

38,913

0

761 761 0 761

86,577

2,373,118 502,393

989,563補 正 後

補 正 前 1,384,316

1,384,316

区 分 職 員 数

給 与 費

備　　考合　　計共 済 費

比 較 0

特 殊 勤 務 手 当

46,320

区 分

扶 養 手 当

地 域 手 当

通 勤 手 当

住 居 手 当

補 正 前

32,744

86,577

補 正 後

32,744

管 理 職 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

時 間 外 勤 務 手 当

0

0

1,560

234,269

1,560

179,859

234,269

0

0

761

0

28,479

340,081

180,620

0

038,913
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第１号議案 

   吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成５年吉川町条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （技術管理者の資格） 

第１７条の２ 法第２１条第３項に規定する条例

で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各

号のいずれかとする。 

 (1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２

条第１項に規定する技術士（化学部門、上下

水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験

に合格した者に限る。） 

 (2)～(5) 略 

 (6) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づ

く専門職大学の前期課程を含む。）若しくは

高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年

勅令第６１号）に基づく専門学校の理学、薬

学、工学、農学若しくはこれらに相当する課

程において衛生工学（旧専門学校令に基づく

専門学校にあっては土木工学。次号において

同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修

めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前

期課程を修了した場合を含む。）後、４年以

上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 

 （技術管理者の資格） 

第１７条の２ 法第２１条第３項に規定する条例

で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各

号のいずれかとする。 

 (1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２

条第１項に規定する技術士（化学部門、水道

部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合

格した者に限る。） 

 (2)～(5) 略 

 (6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等

専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令

第６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、

工学、農学若しくはこれらに相当する課程に

おいて衛生工学（旧専門学校令に基づく専門

学校にあっては土木工学。次号において同

じ。）若しくは化学工学に関する科目を修め

て卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 
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 (7) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づ

く専門職大学の前期課程を含む。）若しくは

高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門

学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれ

らに相当する課程において衛生工学若しくは

化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒

業した（同法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した場合を含む。）後、５年以上廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

 (8)～(11) 略 

  

 (7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等

専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校

の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに

相当する課程において衛生工学若しくは化学

工学に関する科目以外の科目を修めて卒業し

た後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

 

 

 

 (8)～(11) 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）の一部が

改正されたことに伴い、所要の整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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第２号議案 

   吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１０年吉川市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応

する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存

在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しな

い場合には、当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下「改正部分」という。

）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下

「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線

で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 略 

２ 略 

３ 前２項に規定する建築物の容積率の算定の基

礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は算

入しない。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 宅配ボックス（配達された物品（荷受人が

不在その他の事由により受け取ることができ

ないものに限る。）の一時保管のための荷受

箱をいう。）を設ける部分の床面積（当該床

面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の

 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 略 

２ 略 

３ 前２項に規定する建築物の容積率の算定の基

礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は算

入しない。 

 (1)～(5) 略 
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合計の１００分の１を超える場合において

は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合

計の１００分の１） 

 (7) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高

さ１メートル以下にあるものの住宅又は老人

ホーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この号及び次号において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（次号

に掲げる部分を除く。以下この号において同

じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の住宅又は老人ホーム等の

用途に供する部分の床面積の合計の３分の１

） 

 (8) 法第５２条第６項の政令で定める昇降機の

昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する

部分の床面積 

 (9) 略 

 (10) 略 

 (11) 略 

 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第５条 建築物の建築面積（同一敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、その建築面積

の合計）の敷地面積に対する割合（以下「建蔽

率」という。）は、別表第２(3)に掲げる区域

にあっては、当該区域の表建蔽率の最高限度の

欄に掲げる数値以下でなければならない。 

 

 

 

 (6) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高

さ１メートル以下にあるものの住宅又は老人

ホーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この号において「老人ホーム等」と

いう。）の用途に供する部分（次号に掲げる

部分を除く。以下この号において同じ。）の

床面積（当該床面積が当該建築物の住宅又は

老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の

合計の３分の１を超える場合においては、当

該建築物の住宅又は老人ホーム等の用途に供

する部分の床面積の合計の３分の１） 

 

 (7) 法第５２条第６項の政令で定める昇降機の

昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若し

くは階段の用に供する部分の床面積 

 

 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

 

 （建築物の建ぺい率の最高限度） 

第５条 建築物の建築面積（同一敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、その建築面積

の合計）の敷地面積に対する割合（以下「建ぺ

い率」という。）は、別表第２(3)に掲げる区

域にあっては、当該区域の表建ぺい率の最高限

度の欄に掲げる数値以下でなければならない。 
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 （建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわた

る場合の措置） 

第８条 略 

２ 建築物の敷地が第５条の規定による制限を受

ける区域の内外にわたる場合は、当該建築物の

建蔽率を法第５３条第１項の規定による建築物

の建蔽率の限度とみなして、法第５３条第２項

の規定を準用する。 

３ 略 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 区域 

略 

吉川第一

地区地区

整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された吉川第一地区地

区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域 

平沼東部

地区地区

整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された平沼東部地区地

区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域 

本吉川地

区地区整

備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された本吉川地区地区

計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域 

吉川橋周

辺地区地

区整備計

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された吉川橋周辺地区

地区計画の区域のうち、地区整備

 

 （建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわた

る場合の措置） 

第８条 略 

２ 建築物の敷地が第５条の規定による制限を受

ける区域の内外にわたる場合は、当該建築物の

建ぺい率を法第５３条第１項の規定による建築

物の建ぺい率の限度とみなして、法第５３条第

２項の規定を準用する。 

３ 略 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 区域 

略 

吉川第一

地区地区

整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された吉川第一区地区

計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域 

平沼東部

地区地区

整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された平沼東部地区計

画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域 

本吉川地

区地区整

備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された本吉川地区計画

の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域 

吉川橋周

辺地区地

区整備計

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された吉川橋周辺地区

計画の区域のうち、地区整備計画
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画区域 計画が定められた区域 

吉越橋周

辺地区地

区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定

により告示された吉越橋周辺地区

地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域 

 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第

７条関係） 

 (1) きよみ野地区地区整備計画区域 

略 用途の制限 略 

略 

 (2) 吉川ネオポリス地区地区整備計画区域 

用途の制限 略 

略 

 (3) 吉川・松伏工業団地地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 建蔽率

の最高

限度 

略 

略 略 

Ｂ地区 

（吉川・

松伏工業

団地地区

地区計画

の計画図

に表示す

るＢ地区

をいう。

） 

 次に掲げる建

築物は、建築し

てはならない。 

(1)～(3) 略 

(4) 法別表第二

（ を ） 項 二

号、三号、五

号及び六号に

掲げる建築物 

(5) 法別表第二

画区域 が定められた区域 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第

７条関係） 

 (1) きよみ野地区地区整備計画区域 

略 用途の制限 建ぺい率の最高限度 略 

略  

 (2) 吉川ネオポリス地区地区整備計画区域 

用途の制限 建ぺい率の最高限度 略 

略  

 (3) 吉川・松伏工業団地地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 建ぺい

率の最

高限度 

略 

略 略 

Ｂ地区 

（吉川・

松伏工業

団地地区

地区計画

の計画図

に表示す

るＢ地区

をいう。

） 

 次に掲げる建

築物は、建築し

てはならない。 

(1)～(3) 略 

(4) 法別表第二

（ る ） 項 二

号、三号、五

号及び六号に

掲げる建築物 

(5) 法別表第二
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（ わ ） 項 二

号、三号及び

八号に掲げる

建築物 

 (4) 吉川中央地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

略 

 (5) 吉川駅南地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

 

用途の制限 略 

略 

Ｂ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

 

(1)及び(2) 略 

(3) 店舗、飲食店、事務所

その他これらに類する用

途に供するもの（法別表

第２（ろ）項第２号に掲

げるものを除く。）及び

これに附属する建築物（

令第１３０条の５に掲げ

るもの） 

 

 

 

 

（ を ） 項 二

号、三号及び

八号に掲げる

建築物 

 (4) 吉川中央地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制

限 

建ぺい率の最

高限度 

略 

略  

 (5) 吉川駅南地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 建ぺい

率の最

高限度 

略 

略  

Ｂ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

 次に掲げる建

築物は、建築し

てはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) 店舗、飲食

店、事務所そ

の他これらに

類する用途に

供するもの（

法別表第２（

ろ）項第２号

に掲げるもの

を除く。）及

びこれに付属

する建築物（

令第１３０条
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(4) 自動車車庫（建築物に

附属するものを除く。） 

 

 

略 

Ｄ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｄ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

 

(1) 略 

(2) 倉庫（建築物に附属す

るものを除く。） 

Ｅ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｅ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

 

(1)～(3) 略 

(4) 畜舎（建築物に附属す

る床面積の合計が１５平

方メートル以下のものを

除く。） 

 

 

(5) 倉庫（建築物に附属す

るものを除く。） 

 

Ｆ地区  次に掲げる建築物は、建

の５に掲げる

もの） 

(4) 自動車車庫（

建築物に付属

するものを除

く。） 

略 

Ｄ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｄ地区を

いう。） 

 次に掲げる建

築物は、建築し

てはならない。 

(1) 略 

(2) 倉庫（建築物

に付属するも

のを除く。） 

Ｅ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｅ地区を

いう。） 

 次に掲げる建

築物は、建築し

てはならない。 

(1)～(3) 略 

(4) 畜舎（建築物

に付属する床

面積の合計が

１５平方メー

トル以下のも

のを除く。） 

(5) 倉庫（建築物

に付属するも

のを除く。） 

Ｆ地区  次に掲げる建
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（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｆ地区を

いう。） 

築してはならない。 

 

(1)及び(2) 略 

(3) 店舗、飲食店、事務所

その他これらに類する用

途に供するもの（法別表

第２（ろ）項第２号に掲

げるものを除く。）及び

これに附属する建築物（

令第１３０条の５第１

号、第２号、第３号、第

５号に掲げるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

(4)～(9) 略 

(10) 自動車車庫（建築物

に附属するものを除く。

） 

 

(11) 倉庫（建築物に附属

するものを除く。） 

 

 

(12)及び(13) 略 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｆ地区を

いう。） 

築物は、建築し

てはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) 店舗、飲食

店、事務所そ

の他これらに

類する用途に

供するもの（

法別表第２（

ろ）項第２号

に掲げるもの

を除く。）及

びこれに付属

する建築物（

令第１３０条

の５第１号、

第２号、第３

号、第５号に

掲げるもの） 

(4)～(9) 略 

(10) 自動車車庫

（建築物に付

属するものを

除く。） 

(11) 倉庫（建築

物に付属する

ものを除く。

） 

(12)及び(13) 略 
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(14) 畜舎(建築物に附属す

る畜舎で床面積の合計が

１５平方メートル以下の

ものを除く。） 

 

 

 

Ｇ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｇ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

 

(1)～(3) 略 

(4) 畜舎（建築物に附属す

る床面積の合計が１５平

方メートル以下のものを

除く。） 

 

 

(5) 倉庫（建築物に附属す

るものを除く。） 

 

 (6) 吉川保地区地区整備計画区域 

略 用途の制限 略 

略 

 (7) 平沼西部地区地区整備計画区域 

略 用途の制限 略 

略 

 (8) 武蔵野操車場跡地地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

略 

(14) 畜舎(建築物

に付属する畜

舎で床面積の

合計が１５平

方メートル以

下のものを除

く。） 

Ｇ地区 

（吉川駅

南地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｇ地区を

いう。） 

 次に掲げる建

築物は、建築し

てはならない。 

(1)～(3) 略 

(4) 畜舎（建築物

に付属する床

面積の合計が

１５平方メー

トル以下のも

のを除く。） 

(5) 倉庫（建築物

に付属するも

のを除く。） 

 (6) 吉川保地区地区整備計画区域 

略 用途の制限 建ぺい率の最高限度 略 

略  

 (7) 平沼西部地区地区整備計画区域 

略 用途の制限 建ぺい率の最高限度 略 

略  

 (8) 武蔵野操車場跡地地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

略 
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Ｂ地区 

（武蔵野操車

場跡地地区地

区計画の計画

図に表示する

Ｂ 地 区 をい

う。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)及び(2) 略 

(3) 倉庫（建築物に附

属するものを除く。

） 

(4)～(13) 略 

略 

Ｅ地区 

（武蔵野操車

場跡地地区地

区計画の計画

図に表示する

Ｅ 地 区 をい

う。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 倉庫（建築物に附

属するものを除く。

） 

(7)及び(8) 略 

 (9) 吉川第一地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

略 

Ｂ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

計画図に表示

するＢ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1) 略 

Ｃ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

Ｂ地区 

（武蔵野操車

場跡地地区地

区計画の計画

図に表示する

Ｂ 地 区 をい

う。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)及び(2) 略 

(3) 倉庫（建築物に付

属するものを除く。

） 

(4)～(13) 略 

略 

Ｅ地区 

（武蔵野操車

場跡地地区地

区計画の計画

図に表示する

Ｅ 地 区 をい

う。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 倉庫（建築物に付

属するものを除く。

） 

(7)及び(8) 略 

 (9) 吉川第一地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

略 

Ｂ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

計画図に表示

するＢ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

(1) 略 

Ｃ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

 次に掲げる建築物は

建築してはならない。 
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計画図に表示

するＣ地区を

いう。） 

(1)及び(2) 略 

Ｄ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

計画図に表示

するＤ地区を

いう。） 

(1) 次に掲げる建築物

は、建築してはなら

ない。 

 ア 略 

 イ 倉庫（建築物に

附属するものを除

く。） 

(2) 略 

Ｅ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

計画図に表示

するＥ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(3) 略 

(4) 倉庫（建築物に附

属するものを除く。

） 

 (10) 平沼東部地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

Ａ地区 

（平沼東部地

区地区計画の

計画図に表示

するＡ地区を

いう。） 

（近隣商業地

域） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1) 略 

(2) 自動車修理工場（

ガソリンスタンドに

附属するものを除

く。） 

(3)～(5) 略 

計画図に表示

するＣ地区を

いう。） 

(1)及び(2) 略 

Ｄ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

計画図に表示

するＤ地区を

いう。） 

(1) 次に掲げる建築物

は建築してはならな

い。 

 ア 略 

 イ 倉庫（建築物に

付属する倉庫を除

く。 

(2) 略 

Ｅ地区 

（吉川第一地

区地区計画の

計画図に表示

するＥ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

(1)～(3) 略 

(4) 倉庫（建築物に付

属する倉庫を除く。

） 

 (10) 平沼東部地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

Ａ地区 

（平沼東部地

区地区計画の

計画図に表示

するＡ地区を

いう。） 

（近隣商業地

域） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1) 略 

(2) 自動車修理工場（

ガソリンスタンドに

付属するものを除

く。） 

(3)～(5) 略 
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(6) 畜舎（建築物に附

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(11) 略 

Ｂ地区 

（平沼東部地

区地区計画の

計画図に表示

するＢ地区を

いう。） 

（第二種住居

地域） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に附

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(11) 略 

Ｃ地区 

（平沼東部地

区地区計画の

計画図に表示

するＣ地区を

いう。） 

（第一種住居

地域） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に附

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(9) 略 

 (11) 本吉川地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

Ａ地区  次に掲げる建築物

(6) 畜舎（建築物に付

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(11) 略 

Ｂ地区 

（平沼東部地

区地区計画の

計画図に表示

するＢ地区を

いう。） 

（第二種住居

地域） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に付

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(11) 略 

Ｃ地区 

（平沼東部地

区地区計画の

計画図に表示

するＣ地区を

いう。） 

（第一種住居

地域） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に付

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(9) 略 

 (11) 本吉川地区地区整備計画区域 

地区の区分 用途の制限 略 

Ａ地区  次に掲げる建築物
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（本吉川地区

地区計画の計

画図に表示す

るＡ地区をい

う。） 

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に附

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(9) 略 

Ｂ地区 

（本吉川地区

地区計画の計

画図に表示す

るＢ地区をい

う。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1) 略 

(2) 自動車修理工場（

ガソリンスタンドに

附属するものを除

く。） 

(3)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に附

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(12) 略 

 (12) 吉川橋周辺地区地区整備計画区域 

地区の

区分 

用途の制限 敷地面積の最

低限度 

略 

Ａ地区 

（吉川

 次に掲げる

建築物は、建

 １３０平方

メートル 

（本吉川地区

地区計画の計

画図に表示す

るＡ地区をい

う。） 

は、建築してはならな

い。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に付

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(9) 略 

Ｂ地区 

（本吉川地区

地区計画の計

画図に表示す

るＢ地区をい

う。） 

 次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

(1) 略 

(2) 自動車修理工場（

ガソリンスタンドに

付属するものを除

く。） 

(3)～(5) 略 

(6) 畜舎（建築物に付

属する床面積の合計

が１５平方メートル

以下のものを除く。

） 

(7)～(12) 略 

 (12) 吉川橋周辺地区地区整備計画区域 

地区の

区分 

用途の制限 敷地面積の最

低限度 

略 

Ａ地区 

（吉川

 次に掲げる

建築物は、建

 １３０平方

メートル 



29 

橋周辺

地区地

区計画

の計画

図に表

示する

Ａ地区

を い

う。） 

築してはなら

ない。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建

築物に附属

する床面積

の合計が１

５平方メー

トル以下の

も の を 除

く。） 

(7)～(9) 略 

 ただし、次

のいずれかに

該当する建築

物 に つい て

は、この限り

でない。 

(1)～(4) 略 

(5) 現に同一

人が所有権

を有してい

る土地につ

いて当該土

地（道路後

退部分及び

開発行為に

伴う公共施

設の面積を

除く。）の

区画数は､

次に掲げる

区 分 に 応

じ､当該区

分の定める

数以内で、

面積が１０

０平方メー

トル以上の

場合 

 ア～ウ 略 

Ｂ地区 

（吉川

橋周辺

地区地

区計画

の計画

図に表

示する

Ｂ地区

を い

う。） 

 次に掲げる

建築物は、建

築してはなら

ない。 

(1) 略 

(2) 自動車修

理工場（ガ

ソリンスタ

ンドに附属

するものを

除く。） 

(3)～(5) 略 

(6) 畜舎（建

築物に附属

する床面積

の合計が１

５平方メー

橋周辺

地区地

区計画

の計画

図に表

示する

Ａ地区

を い

う。） 

築してはなら

ない。 

(1)～(5) 略 

(6) 畜舎（建

築物に付属

する床面積

の合計が１

５平方メー

トル以下の

も の を 除

く。） 

(7)～(9) 略 

 ただし、次

のいずれかに

該当する建築

物 に つい て

は、この限り

でない。 

(1)～(4) 略 

(5) 現に同一

人が所有権

を有してい

る土地につ

いて当該土

地（開発行

為に伴う公

共施設の面

積を除く。

）の区画数

は､次に掲

げる区分に

応じ､当該

区分の定め

る 数 以 内

で、面積が

１００平方

メートル以

上の場合 

 

 

 ア～ウ 略 

Ｂ地区 

（吉川

橋周辺

地区地

区計画

の計画

図に表

示する

Ｂ地区

を い

う。） 

 次に掲げる

建築物は、建

築してはなら

ない。 

(1) 略 

(2) 自動車修

理工場（ガ

ソリンスタ

ンドに付属

するものを

除く。） 

(3)～(5) 略 

(6) 畜舎（建

築物に付属

する床面積

の合計が１

５平方メー
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トル以下の

も の を 除

く。） 

(7)～(12) 略 

 

 (13) 吉越橋周辺地区地区整備計画区域 

地区の

区分 

用途の制限 敷地面積

の最低限

度 

高さの

最高限

度 

Ａ地区

（吉越

橋周辺

地区地

区計画

の計画

図に表

示する

Ａ地区

を い

う。） 

 次に掲げ

る 建 築 物

は、建築し

てはならな

い。 

(1) 店舗、飲

食 店 、 事

務 所 そ の

他 こ れ ら

に 類 す る

用 途 に 供

す る も の

で そ の 用

途 に 供 す

る 部 分 の

床 面 積 の

合 計 が ５

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

を 超 え る

もの 

 １３０

平方メー

トル 

 た だ

し、次の

いずれか

に該当す

る建築物

について

は、この

限りでな

い。 

(1) 公衆

便所又

は巡査

派出所 

(2) 令第

１３０

条の４

に定め

るもの 

 １０

メート

ル以下

と す

る。 

 ただ

し、現

に存す

る建築

物で、

その高

さが１

０メー

トルを

超える

もの（

以下「

既存建

築物」

と い

う。）

トル以下の

も の を 除

く。） 

(7)～(12) 略 
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(2) 自動車修

理工場 

(3) ボーリン

グ 場 、 ス

ケ ー ト

場 、 水 泳

場 及 び 令

第 １ ３ ０

条 の ６ の

２ で 定 め

る 運 動 施

設 

(4) ホテル又

は旅館 

(5) 自動車教

習所 

(6) 畜舎（建

築 物 に 附

属 す る 床

面 積 の 合

計 が １ ５

平 方 メ ー

ト ル 以 下

の も の を

除く。） 

(7) 倉庫（倉

庫 の 用 途

に 供 す る

部 分 の 床

(3) 道路

後退に

よる残

地を一

の敷地

として

使用す

る場合 

(4) 土地

収用法

第２条

の規定

による

土地の

収用を

したこ

とによ

り１３

０平方

メート

ル未満

となっ

た土地

を一の

敷地と

して使

用する

場合 

(5) 現に

の用に

供され

ている

敷地に

おいて

は、既

存建築

物の高

さを上

限とす

る。 
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面 積 の 合

計 が ５ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル 以

下 の も の

を 除 く 。

） 

(8) 危険物の

貯 蔵 又 は

処 理 に 供

す る も の

（ 敷 地 内

建 築 物 の

供 給 処 理

に 伴 う も

の を 除

く。） 

(9) ガソリン

スタンド 

同一人

が所有

権を有

してい

る土地

につい

て当該

土地（

道路後

退部分

及び開

発行為

に伴う

公共施

設の面

積を除

く。）

の区画

数は、

次に掲

げる区

分に応

じ、当

該区分

の定め

る数以

内で、

面積が

１００

Ｂ地区 

（吉越

橋周辺

地区地

区計画 

の計画

図に表

示する

Ｂ地区

を い

 次に掲げ

る 建 築 物

は、建築し

てはならな

い。 

(1) 店舗、飲

食 店 、 事

務 所 そ の

他 こ れ ら

に 類 す る

 １８

メート

ル以下

かつ地

階を除

く階数

が６以

下とす

る。 
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う。） 用 途 に 供

す る も の

で そ の 用

途 に 供 す

る 部 分 の

床 面 積 の

合 計 が

１ ， ５ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え る も

の 

(2) 自動車修

理工場 

(3) ボーリン

グ 場 、 ス

ケ ー ト

場 、 水 泳

場 及 び 令

第 １ ３ ０

条 の ６ の

２ で 定 め

る 運 動 施

設 

(4) ホテル又

は旅館 

(5) 自動車教

習所 

(6) 畜舎（建

平方メ

ートル

以上の

場合 

 ア ２

３ ０

平 方

メ ー

ト ル

未 満

の 場

合  

１ 

 イ ２

３ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

３ ３

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 の

場 合

 ２ 

 ウ ３

３ ０
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築 物 に 附

属 す る 床

面 積 の 合

計 が １ ５

平 方 メ ー

ト ル 以 下

の も の を

除く。） 

(7) 倉庫（倉

庫 の 用 途

に 供 す る

部 分 の 床

面 積 の 合

計 が ５ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル 以

下 の も の

を 除 く 。

） 

(8) 危険物の

貯 蔵 又 は

処 理 に 供

す る も の

（ 敷 地 内

建 築 物 の

供 給 処 理

に 伴 う も

の を 除

く。） 

平 方

メ ー

ト ル

以 上

の 場

合  

１ ３

０ で

除 し

た 数

に つ

い て

小 数

点 第

１ 位

を 四

捨 五

入 し

た数 
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(9) ガソリン

スタンド 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉越橋周辺地区における地区計画の都市計画決定に伴い、当該区域内における建築物の

制限等を加えるとともに、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴う所

要の整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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第３号議案 

   吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

   改正する条例 

 吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

吉川市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （放課後児童支援員及び補助員） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 学校教育法の規定による大学（学校教育法

による廃止前の大学令（大正７年勅令第３８

８号）による大学を含む。）において、社会

福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若

しくは体育学を専修する学科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した者（当該学科又

は当該課程を修めて同法の規定による専門職

大学の前期課程を修了した者を含む。） 

 (6)～(9) 略 

４及び５ 略 

  

 

 （放課後児童支援員及び補助員） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 学校教育法の規定による大学（学校教育法

による廃止前の大学令（大正７年勅令第３８

８号）による大学を含む。）において、社会

福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若

しくは体育学を専修する学科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した者 

 

 

 (6)～(9) 略 

４及び５ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号）の一部が改正されたことに伴い、所要の整備をしたいので、この案を提出するもので

ある。 
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第４号議案 

   吉川市少年センター条例の一部を改正する条例 

 吉川市少年センター条例（昭和５８年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （設置） 

第１条 少年の健全な育成を目的として非行防止

対策の総合的な推進を図るため、吉川市少年セ

ンター（以下「少年センター」という。）を吉

川市吉川一丁目２１番地１３に設置する。 

  

 

 （設置） 

第１条 少年の健全な育成を目的として非行防止

対策の総合的な推進を図るため、吉川市少年セ

ンター（以下「少年センター」という。）を吉

川市大字平沼１，８３５番地に設置する。 

  

 

   附 則 

 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 借用している土地を地権者に返還することに伴い、吉川市少年センターを移転したいの

で、この案を提出するものである。 
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第５号議案 

   吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が５４０，０００円を超える

場合においては、基礎課税額は、５４０，００

０円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額が１９

０，０００円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、１９０，０００円とす

る。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が５１０，０００円を超える

場合においては、基礎課税額は、５１０，００

０円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額が１６

０，０００円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、１６０，０００円とす

る。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納
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付金課税被保険者である世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納

付金課税被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が１６０，０００円を超える場合に

おいては、介護納付金課税額は、１６０，００

０円とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５の規定によ

り、次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の課税額を

第２条第２項本文の基礎課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が５４０，０００円を超える

場合には、５４０，０００円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１９０，０００円を超える

場合には、１９０，０００円）及び同条第４項

本文の介護納付金課税額から次の各号に掲げる

国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ当該

各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が１６０，０００円を超える場合に

は、１６０，０００円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 

 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の

付金課税被保険者である世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納

付金課税被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が１４０，０００円を超える場合に

おいては、介護納付金課税額は、１４０，００

０円とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５の規定によ

り、次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の課税額を

第２条第２項本文の基礎課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が５１０，０００円を超える

場合には、５１０，０００円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１６０，０００円を超える

場合には、１６０，０００円）及び同条第４項

本文の介護納付金課税額から次の各号に掲げる

国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ当該

各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が１４０，０００円を超える場合に

は、１４０，０００円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 

 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の
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課税の特例） 

第２２条の２ 国民健康保険税の納税義務者であ

る世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者（法第７

０３条の４第１０項第１号に規定する特定同一

世帯所属者をいう。以下同じ。）が特例対象被

保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定

する特例対象被保険者等をいう。第２３条の２

において同じ。）である場合における第３条及

び前条の規定の適用については、第３条第１項

中「規定する総所得金額」とあるのは「規定す

る総所得金額（第２２条の２に規定する特例対

象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第２８条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金額に

よるものとする。次項において同じ。）」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２

第２項」と、前条中「総所得金額」とあるのは

「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険

者等の総所得金額に給与所得が含まれている場

合においては、当該給与所得については、所得

税法第２８条第２項の規定によって計算した金

額の１００分の３０に相当する金額によるもの

とする。次号及び３号において同じ。）」とす

る。 

 

 （国民健康保険税に関する申告） 

第２３条 国民健康保険税の納税義務者は、４月

１５日まで（国民健康保険税の賦課期日後に納

課税の特例） 

第２２条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保

険者若しくは特定同一世帯所属者（法第７０３

条の４第１０項第１号に規定する特定同一世帯

所属者をいう。以下同じ。）が特例対象被保険

者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する

特例対象被保険者等をいう。第２３条の２にお

いて同じ。）である場合における第３条及び前

条の規定の適用については、第３条第１項中「

規定する総所得金額」とあるのは「規定する総

所得金額（第２２条の２に規定する特例対象被

保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、

所得税法第２８条第２項の規定によって計算し

た金額の１００分の３０に相当する金額による

ものとする。次項において同じ。）」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、前条中「総所得金額」とあるのは「総

所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等

の総所得金額に給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得については、所得税法

第２８条第２項の規定によって計算した金額の

１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次号及び３号において同じ。）」とする。 

 

 

 

 （国民健康保険税に関する申告） 

第２３条 国民健康保険税の納税義務者は、４月

１５日まで（国民健康保険税の賦課期日後に納
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税義務が発生した者は、当該納税義務が発生し

た日から１５日以内）に当該納税義務者及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者の所得

その他市長が必要と認める事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。ただし、

当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者

の前年中の所得につき法第３１７条の２第１項

の申告書が市長に提出されている場合又は当該

納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同

項ただし書に規定する者（法第３１７条の２第

１項ただし書の条例で定める者を除く。）であ

る場合においては、この限りでない。 

 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者であ

る世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特例同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合には、当該納税義務者

は、離職後速やかに離職理由その他の事項で市

長が必要と認める事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務

者は、雇用保険受給者資格証（雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の

２第１項第１号に規定するものをいう。）その

他の特例対象被保険者等であることの事実を証

明する書類の提示を求められた場合には、これ

らを提示しなければならない。 

 

 （国民健康保険税の減免） 

税義務が発生した者は、当該納税義務が発生し

た日から１５日以内）に当該納税義務者及びそ

の世帯に属する被保険者の所得その他市長が必

要と認める事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、当該納税義務者

及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得

につき法第３１７条の２第１項の申告書が市長

に提出されている場合又は当該納税義務者及び

その世帯に属する被保険者が同項ただし書に規

定する者（法第３１７条の２第１項ただし書の

条例で定める者を除く。）である場合において

は、この限りでない。 

 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２３条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保

険者若しくは特例同一世帯所属者が特例対象被

保険者等である場合には、当該納税義務者は、

離職後速やかに離職理由その他の事項で市長が

必要と認める事項を記載した申告書を市長に提

出しなければならない。 

 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税

義務者は、雇用保険受給者資格証（雇用保険法

施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７

条の２第１項第１号に規定するものをいう。）

その他の特例対象被保険者等であることの事実

を証明する書類を提示しなければならない。 

 

 

 （国民健康保険税の減免） 
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第２５条 市長は、法第７１７条の規定により、

次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長

において必要があると認める者に対し国民健康

保険税を減免する。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 災害その他特別の事情がある者 

 

２及び３ 略 

  

第２５条 市長は、法第７１７条の規定により、

次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長

において必要があると認める者に対し国民健康

保険税を減免する。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 災害等により生活が著しく困難となった者

又はこれに準ずると認められる者 

２及び３ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 健全で安定的な保険財政運営を図るため、賦課限度額の改定を行うとともに、所要の

改正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第６号議案 

   吉川市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 吉川市個人情報保護条例（平成１２年吉川市条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動

条項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線

が引かれた条、項、号及び号の細目（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合に

は、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後条項等が存在

しない場合には、当該移動条項等（以下「削除条項等」という。）を削り、移動後条項等

に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等（以下「追加条項等」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条項等を除

く。以下本則において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引か

れた部分（条、項、号及び号の細目の表示並びに追加条項等を除く。以下本則において「

改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改

正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、次のいずれかに該当するものをいう。 

 

 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することに
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  ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式をいう。）で作られる記録を

いう。以下同じ。）に記載され、若しくは

記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項（個人識別符号

を除く。）をいう。以下同じ。）により特

定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。） 

  イ 個人識別符号が含まれるもの 

 (2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

８号）第２条第３項に規定する個人識別符号

をいう。 

 (3) 要配慮個人情報 行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律第２条第４項に規定

する要配慮個人情報をいう。 

 (4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

 

 (5) 略 

 (6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書、図画及び電磁的記録であ

より、特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及

び議会をいう。 

 (3) 略 

 (4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電
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って、当該実施機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、一般に容易に入手するこ

とができるもの又は一般に利用することがで

きる施設において閲覧若しくは視聴に供され

ているものを除く。 

 

 

 

 (7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作

成し、又は取得した個人情報であって、当該

実施機関の職員が組織的に利用するものとし

て、当該実施機関の保有する公文書に記録さ

れているものをいう。 

 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

 (11) 略 

 (12) 略 

２ 略 

 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認

識し、事業の実施に当たって個人情報の取得等

をするときは、個人の権利利益を害することの

ないよう努めるとともに、個人情報の保護に関

する市の施策に協力しなければならない。 

 

 （個人情報の取得の制限及び禁止） 

第８条 実施機関は、要配慮個人情報の取得をし

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られた

記録をいう。以下同じ。）であって、当該実

施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。た

だし、一般に容易に入手することができるも

の又は一般に利用することができる施設にお

いて閲覧若しくは視聴に供されているものを

除く。 

 (5) 保有個人情報 個人情報であって、実施機

関の保有する公文書に記録されているものを

いう。 

 

 

 (6) 略 

 (7) 略 

 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

２ 略 

 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認

識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等

をするときは、個人の権利利益を害することの

ないよう努めるとともに、個人情報の保護に関

する市の施策に協力しなければならない。 

 

 （収集の制限及び禁止） 

第８条 実施機関は、思想、信条、宗教及び犯罪
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てはならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、この限りでない。 

 

 

 (1) 略 

 (2) 吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例

（平成１２年吉川市条例第１８号）第１条の

規定に基づき設置される吉川市情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。

）の意見を聴いて利用目的を達成するために

必要があると認めたとき。 

２ 実施機関は、個人情報を取得するときは、本

人から取得しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 争訟、選考、指導、相談等の事務又は事業

を執行するために個人情報を取得する場合に

おいて、本人から取得したのではその目的を

達成する事ができないと認められるとき又は

当該事務若しくは事業の適正な執行に支障が

生ずると認められるとき。 

 (6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若

しくは地方独立行政法人（以下「国等」とい

う。）又は他の実施機関から取得する場合に

おいて、当該個人情報を取得することに相当

の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当

に害することがないと認められるとき。 

 (7) 所在不明、心神喪失その他の事由により本

人から取得することができないとき。 

に関する個人情報並びに社会的差別の原因と認

められる個人情報の収集をしてはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例

（平成１２年吉川市条例第１８号）第１条の

規定に基づき設置される吉川市情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。

）の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を

達成するために必要があると認めたとき。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本

人から収集しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 争訟、選考、指導、相談等の事務又は事業

を執行するために個人情報を収集する場合に

おいて、本人から収集したのではその目的を

達成する事ができないと認められるとき又は

当該事務若しくは事業の適正な執行に支障が

生ずると認められるとき。 

 (6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若

しくは地方独立行政法人（以下「国等」とい

う。）又は他の実施機関から収集する場合に

おいて、当該個人情報を収集することに相当

の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当

に害することがないと認められるとき。 

 (7) 所在不明、心神喪失その他の事由により本

人から収集することができないとき。 
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 (8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審

査会の意見を聴いて個人情報を本人以外から

取得することについて特に必要があり、か

つ、本人の権利利益を不当に害することがな

いと認めたとき。 

３ 略 

 

 （個人情報取扱事務の届出） 

第９条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（

一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又

は消去される個人情報を取り扱う事務その他規

則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事

務」という。）をしようとする場合は、あらか

じめ、市長に届け出なければならない。届け出

た個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しよう

とするときも、同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) その他実施機関が審査会の意見を聴いて個

人情報を本人以外から収集することについて

特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不

当に害することがないと認めたとき。 

 

３ 略 

 

 （個人情報取扱事務の届出） 

第９条 実施機関は、個人情報ファイルを保有す

る事務（保有個人情報の全部又は一部を実施機

関以外のものに委託して保有するものを含み、

実施機関以外のものから委託を受けて保有する

ものを含まない。以下「個人情報取扱事務」と

いう。）をしようとする場合は、次の各号のい

ずれかに該当する個人情報ファイルを保有する

事務を除き、あらかじめ、市長に届け出なけれ

ばならない。届け出た個人情報取扱事務を廃止

し、又は変更しようとするときも、同様とす

る。 

 (1) 一時的又は試験的に使用する個人情報ファ

イル 

 (2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は

業務上必要な連絡のために使用する個人情報

ファイルであって、送付又は連絡の相手方の

氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事

項のみを記録するもの 

 (3) 職員が単独で作成する個人情報ファイルで

あって、個人情報を自己の職務の遂行のため

に実施機関の内部で使用するもの 

 (4) 職員が職務に関連する学術研究のため作成
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２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急

かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が

開始され、又は変更された日以後において届出

をすることができる。 

３ 第１項の規定により実施機関が市長に届け出

る個人情報取扱事務の届出事項は、次に掲げる

ものとする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 個人情報の取得対象者 

 (5) 個人情報取扱事務で取り扱う個人情報ファ

イル（一時的な使用であって、短期間に廃棄

され、又は消去される個人情報ファイルその

他規則で定める個人情報ファイルを除く。）

の名称 

 (6) 要配慮個人情報の有無 

し、又は取得する個人情報ファイルであっ

て、個人情報を専ら当該学術研究の目的のた

めに使用するもの 

 (5) 公表する目的で作成する個人情報ファイル 

 (6) 届出個人情報ファイルに記録されている個

人情報の項目の全部又は一部を記録した個人

情報ファイルであって、その利用目的等が当

該届出個人情報ファイルの事項の範囲内のも

の 

 (7) 実施機関の職員又は職員であった者に係る

個人情報ファイルであって、専らその人事、

給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれ

らに準ずる事項を記録するもの（実施機関が

行う職員の採用試験に関する個人情報ファイ

ルを含む。） 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急

やむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始

され、又は変更された日以後において届出をす

ることができる。 

３ 第１項の規定により実施機関が市長に届け出

る個人情報取扱事務の届出事項は、次に掲げる

ものとする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 個人情報の収集対象者 
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 (7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める

事項 

４ 市長は、前３項の規定による届出を受けたと

きは、速やかに、その旨を審査会に報告しなけ

ればならない。 

５ 審査会は、第１項から第３項までの規定によ

る届出に係る個人情報取扱事務が不適当である

と認めるときは、実施機関に意見を述べること

ができる。 

６ 市長は、第１項から第３項までの規定による

届出を受けたときは、その内容を市民の閲覧に

供しなければならない。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第１０条 実施機関は、利用目的以外の目的のた

めの保有個人情報（保有特定個人情報を除く。

以下この条において同じ。）の利用（以下「目

的外利用」という。）又は当該実施機関以外の

者への提供（以下「外部提供」という。）をし

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、この限りでない。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 目的外利用をする場合又は国等若しくは他

の実施機関へ外部提供をする場合において、

当該個人情報を使用することに相当の理由が

あり、かつ、本人の権利利益を不当に害する

ことがないと認められるとき。 

 (7) 専ら統計の作成若しくは学術研究を目的と

する場合又は本人以外の者に提供することが

明らかに本人の利益になる場合に外部提供を

 (5) その他規則で定める事項 

 

４ 実施機関は、第１項の規定による届出を行っ

たときは、速やかに、その旨を審査会に報告し

なければならない。 

５ 審査会は、第１項の規定による届出に係る個

人情報取扱事務が不適当であると認めるとき

は、実施機関に意見を述べることができる。 

 

６ 実施機関は、第１項の規定による届出に係る

事項を記載した目録を作成し、市民の閲覧に供

しなければならない。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第１０条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的

の範囲を超える保有個人情報（保有特定個人情

報を除く。以下この条において同じ。）の利用

（以下「目的外利用」という。）又は市以外の

者への提供（以下「外部提供」という。）をし

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、この限りでない。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 目的外利用をする場合又は国等へ外部提供

をする場合において、当該個人情報を使用す

ることに相当の理由があり、かつ、本人の権

利利益を不当に害することがないと認められ

るとき。 

 (7) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作

成又は学術研究の目的のために保有個人情報

を提供するとき、本人以外の者に提供するこ
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するとき。 

 

 

 

 

 (8) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審

査会の意見を聴いて、特に必要があり、か

つ、本人の権利利益を不当に害することがな

いと認めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により目的

外利用又は外部提供（以下「目的外利用等」と

いう。）をしたときは、次に掲げる事項を市長

に報告しなければならない。 

 

 

 (1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める

事項 

３ 市長は、前項の規定による報告を受けたとき

は、その旨を審査会に報告しなければならな

い。この場合において、審査会が必要と認めた

ときは、速やかに、目的外利用等をした旨を当

該本人に通知しなければならない。 

４ 実施機関は、外部提供をする場合において、

必要があると認めるときは、外部提供を受ける

者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使

用方法の制限その他必要な制限を付し、又はそ

の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講ずるよう求めなければ

ならない。 

とが明らかに本人の利益になるときその他実

施機関が審査会の意見を聴いて外部提供をす

ることについて、特に必要があり、かつ、本

人の権利利益を不当に害することがないと認

めたとき。 

 

 

 

 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により目的

外利用又は外部提供（以下「目的外利用等」と

いう。）したときは、次に掲げる事項を審査会

に報告しなければならない。この場合におい

て、審査会が必要と認めたときは、速やかに、

当該本人に通知しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) その他規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

３ 実施機関は、外部提供をする場合において、

必要があると認められるときは、外部提供を受

ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しく

は使用方法の制限その他必要な制限を付し、又

はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講ずるよう求めなけ

ればならない。 
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 （電子計算機の結合の禁止） 

第１１条 実施機関は、保有個人情報の電子計算

機による処理を行うに当たって、市以外のもの

との間で通信回線により電子計算機その他の機

器の結合を行ってはならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、この限りでな

い。 

 (1) 略 

 (2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特

に必要があると認めるとき。 

 

 （保有個人情報の開示義務） 

第１６条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号の

いずれかに該当する情報（以下「不開示情報」

という。）が記録されている場合を除き、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなけ

ればならない。 

 (1)～(8) 略 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、

審査会の意見を聴いて公益に重大な支障を及

ぼすおそれがあると認めたもの 

 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２５条 開示請求に係る保有個人情報に市、国

等及び開示請求者以外の者（以下「第三者」と

いう。）に関する情報が記録されているとき

は、実施機関は、開示決定等をするに当たっ

て、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に

 

 （電子計算機の結合の禁止） 

第１１条 実施機関は、保有個人情報の電子計算

機による処理を行うに当たって、実施機関以外

のものとの間で通信回線により電子計算機その

他の機器の結合を行ってはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限

りでない。 

 (1) 略 

 (2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特

に必要があると認めたとき。 

 

 （保有個人情報の開示義務） 

第１６条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号の

いずれかに該当する情報（以下「不開示情報」

という。）が記録されている場合を除き、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなけ

ればならない。 

 (1)～(8) 略 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、

審議会の意見を聴いて公益に重大な支障を及

ぼすおそれがあると認めたもの 

 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２５条 開示請求に係る保有個人情報に市及び

開示請求者以外の者（以下「第三者」という。

）に関する情報が記録されているときは、実施

機関は、開示決定等をするに当たって、当該情

報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個
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係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書

面により通知して、意見書を提出する機会を与

えることができる。 

２及び３ 略 

 

 （訂正請求の方法） 

第２８条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（以下「訂正請求書」という。）を実施

機関に提出して行わなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める

事項 

２ 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対

し、当該訂正を求める内容が事実に合致するこ

とを証明する資料を提出し、又は提示しなけれ

ばならない。 

３ 略 

 

 （利用停止請求の方法） 

第３５条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記

載した書面（以下「利用停止請求書」という。

）を実施機関に提出して行わなければならな

い。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める

事項 

２ 略 

 

 （他の制度との調整） 

第４７条 略 

人情報の名称その他必要な事項を書面により通

知して、意見書を提出する機会を与えることが

できる。 

２及び３ 略 

 

 （訂正請求の方法） 

第２８条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（以下「訂正請求書」という。）を実施

機関に提出して行わなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) その他規則で定める事項 

 

２ 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に

対し、当該訂正を求める内容が事実に合致する

ことを証明する資料を提出し、又は提示しなけ

ればならない。 

３ 略 

 

 （利用停止請求の方法） 

第３５条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記

載した書面（以下「利用停止請求書」という。

）を実施機関に提出して行わなければならな

い。 

 (1)～(3) 略 

 (4) その他規則で定める事項 

 

２ 略 

 

 （他の制度との調整） 

第４７条 略 
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２ 前項の法令等の規定に定める開示の方法が縦

覧であるときは、当該縦覧を第２条第１項第１

１号の閲覧とみなして、前項の規定を適用す

る。 

 

第４９条 実施機関の職員若しくは職員であった

者、第１３条第３項の実施機関から委託を受け

た個人情報取扱事務に従事している者若しくは

従事していた者又は指定管理者の管理する市の

公の施設の管理事務に従事している者若しくは

従事していた者が、正当な理由がないのに、個

人の秘密に属する事項が記録された第２条第１

項第１２号アに係る個人情報ファイル（その全

部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は

１００万円以下の罰金に処する。 

  

２ 前項の法令等の規定に定める開示の方法が縦

覧であるときは、当該縦覧を第２条第１項第６

号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

 

 

第４９条 実施機関の職員若しくは職員であった

者、第１３条第３項の実施機関から委託を受け

た個人情報取扱事務に従事している者若しくは

従事していた者又は指定管理者の管理する市の

公の施設の管理事務に従事している者若しくは

従事していた者が、正当な理由がないのに、個

人の秘密に属する事項が記録された第２条第１

項第７号アに係る個人情報ファイル（その全部

又は一部を複製し、又は加工したものを含む。

）を提供したときは、２年以下の懲役又は１０

０万円以下の罰金に処する。 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に実施機関が保有している要配慮個人情報は、この条例による

改正後の第８条第１項の規定により取得したものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務について、この条例による改

正後の第９条第１項の規定の適用については、同項中「しようとする場合は、あらか

じめ」とあるのは、「現に行っているときは、遅滞なく」とする。 

 （吉川市情報公開条例の一部改正） 

４ 吉川市情報公開条例（平成１２年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という。
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）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正後

部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

 

 (2) 略 

 

 （公文書の公開を請求できるもの） 

第５条 次に掲げるものは、この条例の定めると

ころにより、実施機関に対し、当該実施機関の

保有する公文書の公開（第５号に掲げるものに

あっては、そのものの有する利害関係に係る情

報の公開に限る。）を請求することができる。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行

う事務又は事業に利害関係を有する個人及び

法人その他の団体 

 

 （公開請求の手続） 

第６条 前条の規定による公文書の公開の請求（

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及

び議会をいう。 

 (2) 略 

 

 （公文書の公開を請求できるもの） 

第５条 次に掲げるものは、この条例の定めると

ころにより、実施機関に対し、当該実施機関の

保有する公文書の公開（第５号に掲げるものに

あっては、そのものの有する利害関係に係る情

報の公開に限る。）を請求することができる。 

 (1)～(4) 略 

 (5) その他実施機関が行う事務又は事業に利害

関係を有する個人及び法人その他の団体 

 

 

 （公開請求の手続） 

第６条 前条の規定による公文書の公開の請求（
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以下「公開請求」という。）は、次に掲げる事

項を記載した書面（以下「公開請求書」とい

う。）を実施機関に提出して行わなければなら

ない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める

事項 

２及び３ 略 

 

 （審理員による審理手続に関する規程の適用除

外等） 

第２０条 略 

２ 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る

審査請求についての行政不服審査法第２章の適

用については、同法第１１条第２項中「第９条

第１項の規定により指名された者（以下「審理

員」という。）」とあるのは「第４条（吉川市

情報公開条例（平成１２年吉川市条例第１６号

）第２２条第２項の規定に基づく規則を含む。

）の規定により審査請求がされた行政庁（第１

４条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含

む。以下「審査庁」という。）」と、同法第１

３条第１項及び第２項中「審理員」とあるのは

「審査庁」と、同法第２５条第７項中「あった

とき、又は審理員から第４０条に規定する執行

停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」と

あるのは「あったとき」と、同法第４４条中「

行政不服審査会等」とあるのは「吉川市情報公

開・個人情報保護審査会条例（平成１２年吉川

市条例第１８号）第１条の規定に基づき設置さ

以下「公開請求」という。）は、次に掲げる事

項を記載した書面（以下「公開請求書」とい

う。）を実施機関に提出して行わなければなら

ない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) その他規則で定める事項 

 

２及び３ 略 

 

 （審理員による審理手続に関する規程の適用除

外等） 

第２０条 略 

２ 公開請求等又は公開請求に係る不作為に係る

審査請求についての行政不服審査法第２章の適

用については、同法第１１条第２項中「第９条

第１項の規定により指名された者（以下「審理

員」という。）」とあるのは「第４条（吉川市

情報公開条例（平成１２年吉川市条例第１６号

）第２２条第２項の規定に基づく規則を含む。

）の規定により審査請求がされた行政庁（第１

４条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含

む。以下「審査庁」という。）」と、同法第１

３条第１項及び第２項中「審理員」とあるのは

「審査庁」と、同法第２５条第７項中「あった

とき、又は審理員から第４０条に規定する執行

停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」と

あるのは「あったとき」と、同法第４４条中「

行政不服審査会等」とあるのは「吉川市情報公

開・個人情報保護審査会条例（平成１２年吉川

市条例第１８号）第１条の規定に基づき設置さ
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れる吉川市情報公開・個人情報保護審査会（第

５０条第１項第４号において「審査会」とい

う。）」と、「受けたとき（前条第１項の規定

による諮問を要しない場合（同項第２号又は第

３号に該当する場合を除く。）にあっては審理

員意見書が提出されたとき、同項第２号又は第

３号に該当する場合にあっては同項第２号又は

第３号に規定する議を経たとき）」とあるのは

「受けたとき」と、同法第５０条第１項第４号

中「審理員意見書又は行政不服審査会若しくは

審議会等」とあるのは「審査会」とする。 

 

 （審査会への諮問） 

第２１条 公開決定等又は公開請求に係る不作為

について審査請求があったときは、当該審査請

求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号

のいずれかに該当する場合を除き、吉川市情報

公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年吉

川市条例第１８号）第１条の規定に基づき設置

される吉川市情報公開・個人情報保護審査会（

以下「審査会」という。）に諮問しなければな

らない。 

 (1) 略 

 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る公文書の全部を公開することと

なる場合（当該公文書の公開について反対意

見書が提出されている場合を除く。） 

２及び３ 略 

 

 （出資法人等の義務） 

れる吉川市情報公開・個人情報保護審査会（第

５０条第１項第４号において「審査会」とい

う。）」と、「受けたとき（前条第１項の規定

による諮問を要しない場合（同項第２号又は第

３号に該当する場合を除く。）にあっては審理

員意見書が提出されたとき、同項第２号又は第

３号に該当する場合にあっては同項第２号又は

第３号に規定する議を経たとき）」とあるのは

「受けたとき」と、同法第５０条第１項第４号

中「審理員意見書又は行政不服審査会若しくは

審議会等」とあるのは「審査会」とする。 

 

 （審査会への諮問） 

第２１条 公開決定等又は公開請求に係る不作為

について審査請求があったときは、当該審査請

求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号

のいずれかに該当する場合を除き、吉川市情報

公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年吉

川市条例第１８号）第１条の規定に基づき設置

される吉川市情報公開・個人情報保護審査会に

諮問しなければならない。 

 

 (1) 略 

 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る公文書の全部を公開することと

なる場合（当該公文書の開示について反対意

見書が提出されている場合を除く。） 

２及び３ 略 

 

 （出資等法人等の義務） 
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第２７条 略 

  

第２７条 略 

  

 

 （吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

５ 吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年吉川市条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 実施機関 情報公開条例第２条第１号及び

個人情報保護条例第２条第４号に規定する実

施機関をいう。 

 (2) 公文書 情報公開条例第２条第２号及び個

人情報保護条例第２条第６号に規定する公文

書をいう。 

 (3) 略 

  

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 実施機関 情報公開条例第２条第１号及び

個人情報保護条例第２条第２号に規定する実

施機関をいう。 

 (2) 公文書 情報公開条例第２条第２号及び個

人情報保護条例第２条第４号に規定する公文

書をいう。 

 (3) 略 

  

 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）の一部が

改正されたことに伴い、用語の定義を見直すとともに、文言の整理等所要の整備を行いた

いので、この案を提出するものである。 
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第７号議案 

   吉川美南駅自由通路の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川美南駅自由通路の設置及び管理に関する条例（平成２３年吉川市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第９条関係） 

略 

 備考 

  １～３ 略 

  ４ 広告又はポスターを掲示する場所は、あ

らかじめ市長が指定した場所とし、１区画

当たりの大きさは、日本産業規格Ａ０判（

８４１ミリメートル×１，１８９ミリメー

トル）が掲示できる規格とする。 

  

 

別表（第９条関係） 

略 

 備考 

  １～３ 略 

  ４ 広告又はポスターを掲示する場所は、あ

らかじめ市長が指定した場所とし、１区画

当たりの大きさは、日本工業規格Ａ０判（

８４１ミリメートル×１，１８９ミリメー

トル）が掲示できる規格とする。 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３１年７月１日から施行する。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）の一部改正により用語の変更が行われたこ

とに伴い、所要の整備を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第８号議案 

   吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金条例 

 （設置） 

第１条 越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業の円滑な実施を図る

ため、吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の吉川美南駅東口周辺地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出予算（以下「特別会計歳入歳出予算」という。）で

定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、処分することがで

きる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  平成３１年２月２５日提出 
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吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業の円滑な実施を図るため、

保留地処分金等の収入を積み立てることができるよう、吉川市吉川美南駅東口周辺地区土

地区画整理事業基金を設置したいので、この案を提出するものである。 
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第９号議案 

   吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年吉川町条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 略 

２ 前項に規定するもののほか、同項に規定する

正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し

必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 略 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 国家公務員の勤務時間制度に準じ、時間外勤務命令を行うことができる上限を定める等、

所要の措置を講じたいので、この案を提出するものである。 
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第１０号議案 

   財産の無償譲渡について 

 次のとおり財産を無償譲渡することについて議決を求める。 

１ 財産の種類  土地 

２ 財産の表示 

所在 地番 地目 地積（㎡） 

吉川市美南一丁目 ２３番 雑種地 ３３６ 

３ 譲渡の相手方  住 所 埼玉県吉川市美南一丁目２３番地 

          氏名又は名称 育まち自治会 

          代表者職氏名 会長 大住明敬 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 育まち自治会に集会所用地として貸し付けている土地を当該自治会に無償で譲渡したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、この

案を提出するものである。 
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第１１号議案 

   町の区域を新たに画することについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、市内の町の区

域を別紙変更調書１及び変更調書２のとおり新たに画することについて、議決を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川中央土地区画整理組合による越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業の工事完

了に伴い、従前の字界では業務遂行上及び土地の維持管理上支障があるため、事業により

整備された道路界等をもって新たな町を画したいので、この案を提出するものである。 
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別紙 

変更調書１ 

中央一丁目を画する区域 

 大字平沼字井堀添６３１の１、６３１の３、６３２の１、６３２の３、６３３の１、６

３３の３、６３３の４、６３４の１から６３４の３まで、６３５の１から６３５の３まで、

６３６の１から６３６の３まで、６３７の１から６３７の３まで、６３８の１から６３８

の１０まで、６３９の１から６３９の９まで、６４０の１から６４０の４まで、６４１の

１から６４１の３まで、６４２の１から６４２の４まで、６４３の１から６４３の３まで、

６４４の１から６４４の３まで、６４５の１から６４５の５まで、６４６の１から６４６

の３まで、６４７の１から６４７の５まで、６４８の１から６４８の６まで、６４９の１

から６４９の２１まで、６５２の１から６５２の４まで、６５３の１から６５３の３まで、

６５４の１から６５４の８まで、６５５の１から６５５の３まで、６５６から６６０まで、

６６１の１から６６１の３まで、６６２から６６４まで、６６５の１、６６６、６６７、

６６８の１、６６８の２、６６９、６７０、６７１の１から６７１の３まで、６７２の２、

字勝昼間９０３の５、９２５の１から９２５の７まで、９２６の１から９２６の３まで、

９２７の１、９２８の１、９２９、９３０の１から９３０の５まで、９３１、９３２の１、

９３２の２、９３３の１、９３３の２、９３４の１から９３４の９まで、９３５の１、９

３５の２、９３７の１、９３７の３、９３８、９３９の１、９３９の２、９４０の１から

９４０の４まで、９４１、９４２の１から９４２の３まで、９４３の２から９４３の７ま

で、９４４、９４５の１から９４５の１１まで、９４６の１から９４６の７まで、９４７、

９４８の１、９４８の２、９４９の１から９４９の４まで、９５０の１から９５０の３ま

で、９５１、９５２の１から９５２の５まで、９５３の１から９５３の４まで、９５４の

１、９５４の２、９５５の１、９５５の２、９５６の１から９５６の３まで、９５７の１

から９５７の８まで、９５８の１、９５８の２、９５９の１から９５９の３まで、９６０

の１から９６０の４まで、９６１の１、９６１の２、９６２、９６３、９６４の１から９

６４の４まで、９６５の１から９６５の４まで、９６６の１から９６６の４まで、９６７、

９６８の１から９６８の３まで、９６９の１から９６９の３まで、９７０の１から９７０

の１２まで、９７１の１から９７１の４まで、９７２の１から９７２の６まで、９７３の

１、９７３の２、９７４の１、９７４の２、９７５、９７６の１から９７６の４まで、９

７７、９７８、９７９の１、９７９の２、９８０の１、９８０の２、９８１、９８２の１



66 

から９８２の５まで、９８３から９８５まで、９８６の１から９８６の４まで、９８７の

１から９８７の３まで、９８８の１から９８８の４まで、９８９から９９１まで、９９２

の１、９９２の２、９９３の１から９９３の４まで、９９４の１から９９４の３まで、９

９５の１から９９５の５まで、９９６の１から９９６の６まで、９９７の１から９９７の

３まで、字曽根通１１５４の２から１１５４の５まで、１１５５の３、１１５５の４の一

部、１１５５の５の一部、１１５５の８の一部、１２４２の２から１２４２の４までの各

一部、１３０４の２の一部、１３０５、１３０５の２、１３０６の１の一部、１３０６の

２の一部、１３０６の３から１３０６の９まで、１３０７の一部、１３７５の６、大字吉

川字下道下１６９の１、１６９の３、１７０の１、１７１、１７２の１、１７２の２、１

７３の１、１７３の２、１７４から１７８まで、１７９の１、１７９の２、１８０から１

８３まで、１８４の１、１８４の２、１８５、１８６の１、１８７の１、１８８の１、１

８８の２、１８９、１９０の１、１９０の２、１９１の１、１９１の２、１９２、１９３

の１から１９３の４まで、１９４の１、１９４の２、１９５の１、１９５の２、１９６、

１９７、１９８の１から１９８の４まで、１９９、２００の１から２００の３まで、２０

１、２０２、２０３の１から２０３の５まで、２０４の１から２０４の７まで、２０５の

１、２０５の２、２０６の１から２０６の６まで、２０７の１、２０７の２、２０８の１

から２０８の４まで、２０９の１から２０９の５まで、２１０、２１１の１から２１１の

３まで、２１２の１から２１２の３まで、２１３の１、２１３の２、２１４から２１９ま

で、２２０の１から２２０の６まで、２２１の１から２２１の５まで、２２２の１から２

２２の６まで、２２３、２２４、２２５の１、２２５の２、２２６の１、２２６の２、２

２７の１、２２７の２、２２８の１から２２８の４まで、２２９、２３０、２３１の１か

ら２３１の４まで、２３２の１から２３２の８まで、２３３の１から２３３の１１まで、

２３４の１の一部、２３４の２から２３４の５まで、３１２の１から３１２の３までの各

一部、３１３の１から３１３の５まで、３１４の１から３１４の５まで、３１５、３１６

の１、３１６の２、３１７から３１９まで、３２０の１から３２０の３まで、３２１から

３２５まで、３２６の１から３２６の３まで、３２６の５、３２６の６、３２８の１から

３２８の６まで、３２９、３３０の１、３３０の２、３３１の１から３３１の４まで、３

３２の１から３３２の６まで、３３３から３３８まで、３３９の１及びこれらの区域に隣

接介在する道路、水路である国有地の一部 
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中央二丁目を画する区域 

 大字平沼字曽根道１１５４の１、１１５５の１、１１５５の２、１１５５の４の一部、

１１５５の５の一部、１１５５の６、１１５５の７、１１５５の８の一部、１１５６から

１１５９まで、１１６０の１、１１６０の２、１１６１から１１７９まで、１１８０の１、

１１８０の２、１１８１、１１８２の１、１１８２の２、１１８３の１から１１８３の５

まで、１１８４の１、１１８４の２、１１８５の１から１１８５の３まで、１１８６から

１１８８まで、１１８９の１、１１８９の２、１１９０の１から１１９０の１４まで、１

１９１、１１９２の１から１１９２の５まで、１１９３の１、１１９３の２、１１９４の

１から１１９４の５まで、１１９５の１から１１９５の４まで、１１９６から１１９８ま

で、１１９９の１から１１９９の３まで、１２００、１２０１の１から１２０１の３まで、

１２０２、１２０３、１２０４の１から１２０４の３まで、１２０５、１２０６の１から

１２０６の４まで、１２０７の１から１２０７の６まで、１２０８の１から１２０８の３

まで、１２０９の１から１２０９の４まで、１２１０の１から１２１０の６まで、１２１

１の１から１２１１の４まで、１２１２の１、１２１２の２、１２１３、１２１４の１か

ら１２１４の５まで、１２１５の１から１２１５の３まで、１２１６の１から１２１６の

１５まで、１２１７の１から１２１７の２１まで、１２１８の１から１２１８の５まで、

１２１９の１、１２１９の３から１２１９の５まで、１２２０の４、１２２０の９から１

２２０の１２まで、１２２１の１、１２２１の２、１２２２の１から１２２２の５まで、

１２２３の１から１２２３の１１まで、１２２４の１から１２２４の６まで、１２２５の

１から１２２５の６まで、１２２６の１から１２２６の４まで、１２２７、１２２８の１、

１２２８の２、１２２９の１から１２２９の３まで、１２３０の１、１２３０の２、１２

３１、１２３２、１２３３の１から１２３３の３まで、１２３４の１から１２３４の４ま

で、１２３５の１から１２３５の４まで、１２３６の１から１２３６の４まで、１２３７

の１から１２３７の３まで、１２３８の１から１２３８の３まで、１２３９の１、１２３

９の２、１２４０の１から１２４０の６まで、１２４１の１から１２４１の６まで、１２

４２の１、１２４２の２から１２４２の４までの各一部、１２４２の５から１２４２の８

まで、１２４３の１から１２４３の５まで、１２４４、１２４５の１から１２４５の６ま

で、１２４６の１から１２４６の４まで、１２４７、１２４８の１、１２４８の２、１２

４９の１から１２４９の３まで、１２５０の１から１２５０の６まで、１２５１の１から

１２５１の９まで、１２５２の１、１２５２の２、１２５３、１２５４、１２５５の１か
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ら１２５５の８まで、１２５６の１、１２５６の２、１２５７の１から１２５７の３まで、

１２５８の１から１２５８の３まで、１２５９の１、１２５９の２、１２６０の１、１２

６０の２、１２６１の１から１２６１の４まで、１２６２の１から１２６２の４まで、１

２６３の１から１２６３の５まで、１２６４の１から１２６４の４まで、１２６５の１か

ら１２６５の１１まで、１２６６の１から１２６６の４まで、１２６７の１から１２６７

の４まで、１２６８の１から１２６８の３まで、１２６９から１２７２まで、１２７３の

１から１２７３の６まで、１２７４の１から１２７４の３まで、１２７５の１から１２７

５の３まで、１２７６の１から１２７６の５まで、１２７７の１、１２７７の２、１２７

８の１から１２７８の１４まで、１２７９の１から１２７９の３まで、１２８０の１から

１２８０の５まで、１２８０の８から１２８０の１４まで、１２８１、１２８２、１２８

３の１から１２８３の６まで、１２８４、１２８５の１から１２８５の３まで、１２８６、

１２８７の１から１２８７の７まで、１２８８の１から１２８８の４まで、１２８９の１

から１２８９の５まで、１２９０、１２９１、１２９２の１から１２９２の５まで、１２

９３、１２９４、１２９５の１、１２９５の２、１２９６の１から１２９６の６まで、１

２９７の１から１２９７の５まで、１２９８から１３００まで、１３０１の１から１３０

１の６まで、１３０２の１から１３０２の４まで、１３０３の１、１３０３の３から１３

０３の５まで、１３０４の１、１３０４の２の一部、１３０４の３、１３０４の４、１３

０６の１の一部、１３０６の２の一部、１３０７の一部、１３０８から１３１５まで、１

３１６の１から１３１６の４まで、１３１７の１から１３１７の５まで、１３１８から１

３２１まで、１３２２の１から１３２２の３まで、１３２３から１３２５まで、１３２６

の１から１３２６の５まで、１３２７の１から１３２７の３まで、１３２８、１３２９、

１３３０の１から１３３０の３まで、１３３１の１から１３３１の３まで、１３３２の１

から１３３２の３まで、１３３３、１３３４の１から１３３４の１１まで、１３３５、１

３３６の１、１３３６の２、１３３７、１３３８、１３３９の１、１３３９の２、１３４

０の１から１３４０の２２まで、１３４１の１から１３４１の１２まで、１３４１の１４、

字佐左エ門切１７３７の２の一部、大字吉川字下道下２３４の１の一部、２３５の１、２

３５の２、２３６から２４７まで、２４８の１から２４８の４まで、２４９の１、２４９

の３、２５０の１から２５０の４まで、２５１の１から２５１の３まで、２５２の１から

２５２の４まで、２５３の１から２５３の５まで、２５４の１から２５４の４まで、２５

５の１から２５５の４まで、２５６の１から２５６の４まで、２５７、２５８の１から２
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５８の４まで、２５９の１から２５９の６まで、２６０の１、２６０の２、２６１の１、

２６１の２、２６２、２６３の１から２６３の４まで、２６４の１から２６４の４まで、

２６５、２６６の１から２６６の４まで、２６７、２６８の１、２６８の２、２６９、２

７０の１から２７０の６まで、２７１の１から２７１の５まで、２７２の１、２７２の２、

２７２の５、２７２の６、２７２の８、２７２の１１、２７２の１２、２７３の１から２

７３の４まで、２７４の１から２７４の５まで、２７５の１、２７５の２、２７６、２７

７の１から２７７の４まで、２７８の１から２７８の５まで、２７９の１から２７９の３

まで、２８０から２８２まで、２８３の１から２８３の５まで、２８４の１から２８４の

３まで、２８５から２８９まで、２９０の１から２９０の５まで、２９１の１、２９１の

２、２９２、２９３、２９４の１、２９４の２、２９５、２９６の１、２９６の２、２９

７の１から２９７の５まで、２９８、２９９の１から２９９の５まで、３００の１、３０

０の２、３０１から３１１まで、３１２の１から３１２の３までの各一部、字中道下４１

５の１、４１５の５、４１６の１、４１６の３、４１７の１、４１７の２、４１８から４

２０まで、４２１の１から４２１の４まで、４２２、４２３、４２４の１から４２４の３

まで、４２５、４２６の１、４２６の２、４２７の１から４２７の３まで、４２８の１、

４２８の２、４２９の１から４２９の４まで、４３０の１から４３０の４まで、４３１、

４３２の１から４３２の４まで、４３３の１から４３３の４まで、４３４の１、４３４の

２、４３５、４３７の１から４３７の３まで、４３８の１から４３８の４まで、４３９、

４４０、４４１の１から４４１の３まで、４４２の１から４４２の８まで、４４３、４４

４の１から４４４の７まで、４４５の１から４４５の６まで、４４８から４５２まで、４

５３の１、４５３の２、４５４の１から４５４の３まで、４５５の１から４５５の４まで、

４５６、４５７、４５８の１、４５８の２、４５９の１、４５９の２、４５９の５、５３

９の１、５３９の４、５３９の５、５４０から５４２まで、５４３の１から５４３の８ま

で、５４４から５４６まで、５４７の１から５４７の４まで、５４８、５４９の１から５

４９の４まで、５５０の１、５５０の５から５５０の７まで、５５１の１から５５１の４

まで、５５２の１から５５２の５まで、字堤外５５３の１から５５３の４まで、５５４、

５５５の１から５５５の４まで、５５６の１から５５６の８まで、５５７の１、５５７の

２、５５８、５５９、５６０の１から５６０の５まで、５６１の１から５６１の３まで、

５６２、５６３、５６４の１、５６５の１から５６５の７まで、５６６の１、５６６の２、

５６６の４から５６６の６まで、５６７の１、５６８の１から５６８の５まで、５６９の
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１、５６９の２、５７０、５７１の１から５７１の５まで、５７２、５７３の１から５７

３の３まで、５７４の１から５７４の４まで、５７５から５８１まで、５８２の１から５

８２の５まで、５８３の１から５８３の５まで、５８４の１から５８４の４まで、字落下

６１２及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 

 

中央三丁目を画する区域 

 大字平沼字佐左エ門切１５９１の１から１５９１の３まで、１５９２の１、１５９２の

２、１５９３の１、１５９３の２、１５９４の１、１５９４の２、１５９５の１、１５９

５の２、１５９６の１から１５９６の４まで、１５９７の１から１５９７の３まで、１５

９８の１、１５９８の２、１５９９の１から１５９９の６まで、１６００の１から１６０

０の６まで、１６０１の１から１６０１の３まで、１６０２の１、１６０２の２、１６０

３の１から１６０３の３まで、１６０４の１、１６０４の２、１６０５、１６０６の１か

ら１６０６の３まで、１６０７の１から１６０７の３まで、１６０８の１、１６０８の２、

１６０９の１から１６０９の１１まで、１６１０の１から１６１０の１０まで、１６１１

の１から１６１１の１２まで、１６１２の１、１６１２の２、１６１３の１から１６１３

の４まで、１６１４の１、１６１４の２、１６１５の１から１６１５の４まで、１６１６

の１、１６１６の２、１６１７の１、１６１７の２、１６１８の１から１６１８の３まで、

１６１９の１、１６１９の２、１６２０の１から１６２０の３まで、１６２１の１、１６

２１の２、１６２２の１、１６２２の２、１６２３の１、１６２３の２、１６２４の１、

１６２４の２、１６２５、１６２６の１、１６２６の２、１６２７、１６２８の１、１６

２８の２、１６２９の１、１６２９の２、１６３０の１、１６３０の２、１６３１の１、

１６３１の２、１６３２、１６３３の１から１６３３の３まで、１６３４の１、１６３４

の２、１６３５、１６３６の１から１６３６の４まで、１６３７の１、１６３７の４、１

６３８の２、１６３９の２、１６３９の３、１６４１の１から１６４１の３まで、１６４

２の１、１６４３の１、１６４３の３、１６４４の４５３、１６４４の４５４、１６４７

から１６４９まで、１６５３の１から１６５３の１７まで、１６５４の１、１６５４の３

から１６５４の９まで、１６５５の１から１６５５の１６まで、１６５８の１から１６５

８の７まで、１６５９の１から１６５９の３まで、１６６０の１から１６６０の４まで、

１６６１の１から１６６１の３まで、１６６２の１、１６６２の２、１６６３の１、１６

６３の２、１６６４の１から１６６４の６まで、１６６５の１から１６６５の６まで、１
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６６６の１から１６６６の５まで、１６６７の１、１６６７の２、１６６８の１から１６

６８の３まで、１６６９の１から１６６９の４まで、１６７０の１から１６７０の９まで、

１６７１の１から１６７１の２３まで、１６７２の１から１６７２の５まで、１６７３の

１から１６７３の７まで、１６７４の１から１６７４の５まで、１６７５の１から１６７

５の３まで、１６７６の１から１６７６の５まで、１６７７の１から１６７７の３まで、

１６７８の１から１６７８の２８まで、１６７９の１、１６８０の１から１６８０の４ま

で、１６８１の１から１６８１の３まで、１６８２の１から１６８２の７まで、１６８３

の１から１６８３の５まで、１６８４の１、１６８４の２、１６８５の１、１６８５の２、

１６８６の１から１６８６の３まで、１６８７の１から１６８７の１４まで、１６８８の

１から１６８８の１１まで、１６８９の１から１６８９の４まで、１６９０の１、１６９

０の２、１６９１の１、１６９１の２、１６９２の１、１６９２の２、１６９３、１６９

４、１６９５の１から１６９５の４まで、１６９６の１から１６９６の４まで、１６９７

の１、１６６７の２、１６９８、１６９９の１から１６９９の４まで、１７００の１から

１７００の５まで、１７０１の１、１７０１の２、１７０２の１、１７０２の２、１７０

３の１から１７０３の７まで、１７０４の１から１７０４の３まで、１７０５の１から１

７０５の３まで、１７０６の１、１７０６の２、１７０７の１から１７０７の９まで、１

７０８、１７０９の１、１７０９の２、１７１０、１７１１の１から１７１１の５まで、

１７１２の１、１７１２の２、１７１３の１、１７１３の２、１７１４の１、１７１４の

２、１７１５、１７１６、１７１７の１から１７１７の４まで、１７１８の１から１７１

８の１６まで、１７１９の１から１７１９の３まで、１７２０の１から１７２０の１１ま

で、１７２１の１から１７２１の６まで、１７２２の１から１７２２の１３まで、１７２

３の１、１７２３の２、１７２４の１から１７２４の４まで、１７２５、１７２６の１、

１７２６の２、１７２７、１７２８、１７２９の１から１７２９の３まで、１７３０の１

から１７３０の３まで、１７３１から１７３３まで、１７３４の１、１７３５の１、１７

３６の１、１７３７の１、１７３７の２の一部、１７３８の１、１７３８の２、１７３９

の１、１７４０の１、１７４０の２、１７４１、１７４２の１、１７４２の２、１７４３

の１、１７４３の３、１７４４の１、１７４４の６、１７５２の１、１７５３の１、１７

５４から１７５６まで、１７５７の１、１７５７の２、１７５７の４、１８３５の１、１

８３５の２、１９３７の１、１９４４の４、２２１０から２２１２まで、大字吉川字落下

５８５、５８６の１から５８６の４まで、５８８の１から５８８の４まで、５８９の１か
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ら５８９の３まで、５９０の１から５９０の４まで、５９１の１、５９１の２、５９２、

５９３の１から５９３の４まで、５９４、５９５の１から５９５の３まで、５９６の１か

ら５９６の３まで、５９７の１から５９７の５まで、５９８の１から５９８の４まで、５

９９の１から５９９の３まで、６００の１から６００の５まで、６０１の１から６０１の

４まで、６０２の１から６０２の５まで、６０３の１から６０３の５まで、６０４の１か

ら６０４の３まで、６０５の１から６０５の３まで、６０６の１から６０６の６まで、６

０７、６０８の１、６０８の２、６０９の１、６０９の３、６１０、６１１の１から６１

１の３まで、６１２の一部、６１３、６１４の１から６１４の３まで、６１５の１、６１

５の２、６１６の１、６１６の２、６１７の１、６１７の２、６１８の１、６１８の２、

６１９、６２０の１から６２０の４まで、６２１の１から６２１の３まで、６２２の１、

６２２の２、６２３の１、６２３の２、６２４の１から６２４の５まで、６２５の１、６

２５の５から６２５の８まで、６２６の１、６２６の２、６２７の１、６２７の２、６２

８、６２９の１から６２９の３まで、６３０の１から６３０の４まで、６３１から６３４

まで、６３５の１から６３５の７まで、６３６の１から６３６の５まで、６３７の１、６

３７の２、６３８、６３９の１、６３９の２、６４０、６４１の１、６４１の２、６４２

の１、６４２の２、６４３の１から６４３の６まで、６４４の１から６４４の３まで、６

４５の１から６４５の３まで、６４６の１、６４６の２、６４７の１から６４７の４まで、

６４８、６４９の１から６４９の４まで、６５０から６５２まで、６５３の１から６５３

の３まで、６５４の１から６５４の５まで、６５５の１から６５５の４まで、６５６の１

から６５６の１８まで、６６１の１から６６１の２１まで、６６４の１から６６４の８ま

で、６６５の１から６６５の５まで、６６６の１から６６６の４まで、６６７の１から６

６７の３まで、６６８の１から６６８の４まで、６６９の１から６６９の４まで、６７０

の１から６７０の７まで、６７１の１から６７１の１０まで、６７２の１から６７２の１

０まで、２０８１、２０８２、字上町張６７３の１から６７３の３まで、６７４の１から

６７４の４まで、６７５の１から６７５の６まで、６７６の１から６７６の４まで、６７

７の１、６７７の２、６７８の１から６７８の４まで、６７９の１から６７９の４まで、

６８０、６８１、６８２の１から６８２の５まで、６８３の１から６８３の３まで、６８

４の１から６８４の３まで、６８５の１から６８５の４まで、６８６の１から６８６の７

まで、６８７の１から６８７の５まで、６８８の１から６８８の４まで、６８９の１から

６８９の４まで、６９０の１から６９０の５まで、６９１の１から６９１の５まで、６９
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２の１から６９２の４まで、６９３から６９５まで、６９６の１から６９６の７まで、６

９７の１から６９７の６まで、６９８の１から６９８の４まで、６９９の１から６９９の

４まで、７００の１から７００の３まで、７０１の１から７０１の８まで、７０２の１か

ら７０２の３まで、７０３の１、７０３の２、７０４の１、７０４の５から７０４の８ま

で、７０５の２から７０５の５まで、７０６の１、７０６の２、７０７の１から７０７の

３まで、７０８の１から７０８の４まで、７０９の１から７０９の４まで、７１０の１か

ら７１０の３まで、７１１の１、７１１の２、７１２の１から７１２の９まで、７１３の

１から７１３の６まで、７１４の１から７１４の９まで、７１５の１から７１５の１０ま

で、７１６の１から７１６の５まで、７１７の１から７１７の８まで、７１８の１から７

１８の８まで、７１９、７２０の１から７２０の３まで、７２１の１、７２１の３から７

２１の７まで、７２２の１から７２２の４まで、７２３の１から７２３の３まで、７２４

の１から７２４の３まで、７２５の１、７２５の３、７２５の４、字沼辺９３２の２から

９３２の１１まで、９４８の２、９４９の２、９４９の３、９６１の２から９６１の４ま

で、９６４の１から９６４の５まで、９６５の３、９６５の４、９８１の３、９８１の４、

９８５の２、９８５の３、９８６の２、９９５の２、９９６の２、９９６の３、９９７の

２、９９７の３、９９８の２、９９８の３、９９９の２、１００５の２、１００６の２、

１００６の５、大字関字沼田７６１の４、７６２の１、大字中井字小松川９０の１から９

０の３まで、９１の１、９１の３から９１の９まで、９２の１、９２の３から９２の７ま

で、９３、９４の１から９４の３まで、９５、９６の１から９６の５まで及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 

 

（平成３１年１月１１日調査） 
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別紙 

変更調書２ 

中央一丁目を画する区域 

 大字吉川字下道下１６８、１６９の２、１７０の２、１８６の２、１８７の２、３３９

の２、大字平沼字井堀添６３０、６３１の２、６３２の２、６３３の２、６６５の２、６

７２の１、６７４の２、６７６の２及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国

有地の一部 

 

中央二丁目を画する区域 

 大字吉川字中道下４１５の２から４１５の４まで、４１６の２、４１６の４、４１６の

５、４５９の３、４５９の４、５３９の２、５３９の３、７８５の６、字下道下３１２の

４及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部 

 

中央三丁目を画する区域 

 大字吉川字上町張７２５の２、字沼辺９６２の１、大字平沼字佐左エ門切１９３８の２、

１９３９の２、１９４１の２、１９４２の２、１９４３の２、１９４４の２及びこれらの

区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 

 

（平成３１年１月１１日調査） 
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第１２号議案 

   市道の路線認定及び廃止について 

 次のとおり市道の路線認定及び路線廃止をすることについて議決を求める。 

１ 路線認定 

路 線 名 起   点 終   点 

２－９０２ 大字川富字新堤向３７８番地先 大字川富字新堤向４１１番地先 

２－１８０３ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１２２街区地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１２０街区１画地地先 

２－１８０４ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１６街区８画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１５街区１０画地地先 

２－１８０５ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１６街区８画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１６街区１画地地先 

２－１８０６ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１４街区５画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１３街区６画地地先 

２－１８０７ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１３街区１画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１３街区１０画地地先 

２－１８０８ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１２街区１画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１１３街区７画地地先 

２－１８０９ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０９街区１画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０９街区１２画地地先 

２－１８１０ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０３街区１画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０６街区２６画地地先 

２－１８１１ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０９街区５画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０４街区１画地地先 

２－１８１２ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０６街区１４画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０６街区１画地地先 

２－１８１３ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０８街区１１画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

１０７街区１画地地先 
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２－１８１４ 
吉川中央土地区画整理事業仮換地

９４街区１０画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換地

９３街区１画地地先 

 

２ 路線廃止 

路 線 名 起   点 終   点 

２－５０９ 大字関字新堤向発通６１０番地先 大字関字新堤向発通６００番地先 

２－９０２ 大字川富字新堤向３７８番地先 大字川富字新堤向４１０番地先 

２－１５２０ 
大字平沼字佐左エ門切１６５３番

地先 

大字平沼字佐左エ門切１６５４番

地先 

２－１５２２ 
大字平沼字佐左エ門切１６５５番

１５地先 

大字平沼字佐左エ門切１６４１番

地先 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、

越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業による新設道路の路線認定及び既設市道の路

線廃止、また、吉川市大字川富地内及び大字関地内において、宅地開発による既設市道の

一部払下げに伴い終点を変更することから、既設市道の路線廃止及び終点変更の路線認定

を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第１３号議案 

   農業委員会委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とすることに

ついて 

 農業委員会委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とすることについ

て同意を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会委員の任命に当たり、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号

）第８条第５項に規定する認定農業者等が委員の過半数に至らないため、農業委員会等に

関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）第２条第１号の規定に基づき、委員

の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とすることについて同意を得たいの

で、この案を提出するものである。 
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第１４号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 馬巻俊一 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として馬巻俊一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  馬巻俊一 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

 昭和５３年 ４月から 

吉川町役場職員 

平成 ８年 ３月まで 

 

平成 ８年 ４月から       

             吉川市役所職員 

平成３０年 ３月まで 

 

平成３０年 ４月から      

             専業にて就農 

現在に至る 

 

平成３０年 ４月から      

関地区農事組合長 

現在に至る 

 

平成３０年 ４月から      

関自治会役員 

現在に至る 

 

（吉川市役所勤務中の主な職） 

 平成１８年 ４月 市民生活部商工課課長補佐 

 平成２１年 ４月 市民生活部市民安全課長 

 平成２４年 ４月 工事検査課長 
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第１５号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 田辺義雅 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として田辺義雅氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  田辺義雅 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和４７年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成１２年 ４月から   

吉屋地区農事組合長 

平成１４年 ３月まで 

 

平成１７年 ３月から 

認定農業者 

現在に至る 

  

  



82 

第１６号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 坂巻功 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として坂巻功氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  坂巻功 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和５０年 ３月から 

兼業にて就農 

現在に至る 

 

平成２９年 ４月から 

堀廻地区農事組合長 

現在に至る 

 

 

 

 

  

  



84 

第１７号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 吉沢宏 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として吉沢宏氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  吉沢宏 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和６３年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成１３年 ２月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

平成２４年 ２月から 

さいかつ農業協同組合フレッシュファーム産直部部長 

平成３０年 １月まで 

 

平成２９年 ４月から 

川藤第２地区農事組合長 

現在に至る 
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第１８号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 宇野直樹 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として宇野直樹氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  宇野直樹 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

 昭和６２年 ４月から 

〇〇〇〇〇〇〇勤務 

現在に至る 

 

平成２３年１１月から 

埼玉県指導農業士 

現在に至る 
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第１９号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 浅見明一 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として浅見明一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  浅見明一 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和５２年 ４月から 

〇〇〇〇〇〇〇勤務 

現在に至る 

 

 平成１２年 ７月から 

認定農業者 

 現在に至る 

 

 平成１８年 ４月から 

〇〇〇〇〇〇〇代表取締役社長 

 現在に至る 

 

平成２７年 ３月から 

ＪＡさいかつ吉川米の会会長 

現在に至る 
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第２０号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 阿佐美慶和 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として阿佐美慶和氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  阿佐美慶和 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

平成２１年 ４月から 

英会話スクール勤務 

 平成２７年１２月まで 

 

平成２８年 １月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成２８年 ２月から 

認定新規就農者 

現在に至る 

 

平成２８年 ４月から 

             吉川市農業青年会議所会員 

現在に至る 
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第２１号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 萩原豊子 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として萩原豊子氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  萩原豊子 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

 昭和４５年 ４月から 

             松伏町役場職員 

平成２２年 ３月まで    

 

平成２２年 ４月から 

             松伏町社会福祉協議会勤務 

現在に至る 

 

平成２５年 ６月から  

さいかつ農業協同組合吉川地区女性部部長 

平成２９年 ６月まで 

 

平成２９年 ６月から 

             さいかつ農業協同組合女性部部長 

現在に至る 
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第２２号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 山口幸一 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として山口幸一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  山口幸一 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

平成 元年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成 ４年 ２月から 

吉川町農業委員会委員 

平成 ７年 ２月まで 

 

平成 ７年 ４月から 

上金杉地区農事組合長 

現在に至る 

 

平成１２年 ４月から 

上金杉自治会長 

 平成２２年 ４月まで 

  

平成２０年 ４月から 

吉川市自治連合会会長 

平成２２年 ３月まで 
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第２３号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 齊藤忠男 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな

農業委員会委員として齊藤忠男氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  齊藤忠男 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和６１年 ４月から 

兼業にて就農 

現在に至る 

 

平成２０年 ４月から 

八子第２地区農事組合長 

平成２２年 ３月まで 

 

平成２５年 ２月から 

吉川市農業委員会委員 

平成２８年 ３月まで 

 

平成２８年 ４月から  

吉川市農地利用最適化推進委員 

現在に至る 

 

  

  



98 

第２４号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 戸張力 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として戸張力氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 

  

  



99 

経  歴  書 

 

氏  名  戸張力 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和５９年 ４月から 

専業にて就農 

 現在に至る 

 

平成１３年 ２月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

平成１６年 ４月から 

中野地区農事組合長 

平成２２年 ３月まで  

 

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

 

 

  



100 

第２５号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 立原司朗 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として立原司朗氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  立原司朗 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和５０年 ４月から 

兼業にて就農 

平成１２年 ２月まで 

 

平成１２年 ３月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成１３年 ４月から 

皿沼地区農事組合長 

 平成２２年 ３月まで 

 

平成１４年 ５月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

平成２２年 ２月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

平成２４年 ４月から 

吉川市農業経営等受託者連絡協議会副会長 

現在に至る 

 

平成２９年 ６月から 

さいかつ農業協同組合監事 

現在に至る 



102 

第２６号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 多々良俊明 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として多々良俊明氏を任命することについて同意を得たいので、農業委

員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  多々良俊明 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和４６年 ４月から      

吉川町農業協同組合（現さいかつ農業協同組合）勤務 

兼業にて就農 

平成１３年 ３月まで 

 

平成１３年 ４月から      

さいかつ農業協同組合勤務 

兼業にて就農 

平成２２年 ３月まで 

 

平成２２年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成２８年 １月から 

認定農業者 

 現在に至る 

 

平成２８年 ４月から    

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

平成２９年 ６月から 

さいかつ農業協同組合理事 

現在に至る  

  



104 

第２７号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 山﨑浩幸 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として山﨑浩幸氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  山﨑浩幸 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和５７年 ４月から 

専業にて就農 

 現在に至る 

 

平成１３年 ９月から 

認定農業者 

 現在に至る 

 

平成２５年 ２月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

平成２５年 ４月から 

須賀地区農事組合長 

平成２８年 ３月まで 

 

平成２９年 ６月から 

さいかつ農業協同組合理事 

現在に至る 

  

  



106 

第２８号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 岡田早苗 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として岡田早苗氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  岡田早苗 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和５４年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

平成２８年 ２月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

 

  

  



108 

第２９号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 山田繁夫 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として山田繁夫氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  山田繁夫 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和４１年 ４月から 

兼業にて就農 

 平成２４年 ３月まで 

  

昭和５４年 ４月から 

吉川町役場職員 

 平成 ８年 ３月まで 

 

平成 ８年 ４月から 

吉川市役所職員 

 平成２４年 ３月まで 

 

平成１８年 ４月から 

鍋小路地区農事組合長 

 平成２０年 ３月まで 

 

平成２４年 ４月から 

専業にて就農 

 現在に至る 

 

 平成２４年 ４月から 

鍋小路自治会長 

平成２６年 ３月まで 

  

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る  
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第３０号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 名倉定一 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として名倉定一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  名倉定一 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和４３年 ４月から 

専業にて就農 

 現在に至る 

 

平成１８年 ４月から 

高久地区農事組合長 

現在に至る 

 

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 
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第３１号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 辻󠄀田満 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続

き農業委員会委員として辻󠄀田満氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  辻󠄀田満 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

昭和４８年 ４月から 

〇〇〇〇〇〇〇勤務 

平成１６年 ９月まで 

 

平成１６年１１月から 

ＮＰＯ法人シビルサポートネットワーク代表理事 

現在に至る 

 

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 
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諮問第１号 

   人権擁護委員の推薦について 

 人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

   住  所 〇〇〇〇〇〇〇 

   氏  名 森田扶美子 

   生年月日 〇〇〇〇〇〇〇 

  平成３１年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

人権擁護委員の森田扶美子氏が平成３１年６月３０日をもって任期満了となるため、

再度推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定

により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  森田扶美子 

生年月日  〇〇〇〇〇〇〇 

住  所  〇〇〇〇〇〇〇 

最終学歴  〇〇〇〇〇〇〇 

経  歴 

 昭和４３年 ７月から 

             吉川町役場職員 

 平成 ８年 ３月まで 

 

 平成 ８年 ４月から 

             吉川市役所職員 

 平成１９年 ３月まで 

 

 平成２５年 ７月から 

             人権擁護委員 

現在に至る 

 

 平成２５年１２月から 

             吉川市民生委員・児童委員 

現在に至る 

 

平成２７年４月から 

            吉川市立旭小学校評議員 

現在に至る 

 

 （吉川市役所勤務中の主な職） 

 平成１４年 ４月 健康福祉部いきいき推進課課長補佐 

 平成１５年 ４月 総務部税務課課長補佐 

 平成１８年 ４月 総務部課税課課長補佐 


